
進路指導の進め方 

進路先は、最終的に本人と保護者が選択・決定するものと考えています。学校では、

生徒の進路選択・進路決定が円滑に進められるよう、本人や保護者に段階を追った支援

を心がけます。 

（１）高等部卒業後の進路の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊生活の場として共同生活援助（グループホーム等）を利用する場合もあります。 

※就労継続Ａ型とは、雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる

福祉サービスです。就労継続Ｂ型とは、雇用契約を結ばずに就労に必要な知識や能力を

身に付けるための訓練を行い、就労の機会を提供する福祉サービスです。 

＊どの事業所がどんなサービス体系をとっているのかは、以下のとおりです。 
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（２）進路決定までの手順（高等部３年） 

① 一般就労（就職）を希望する場合 

 

  

 

 

・実習先の評価結果を受け、課題点の整理・確認し、就職が可能かの判断をし

て進路の方向性を決定する。 

 

・１学期に実施する個別懇談にて、評価を確認し就職の希望や希望する職種に

ついて話し合います。  

・市町村福祉課との顔合わせ会を実施する。 

・ハローワークにて障害者雇用登録を行う。 

・「障がい者就労・生活支援センターありす」への登録。 

 

・２期実習にて、雇用が可能か評価をしてもらう。 

  

・ハローワークと連絡を取り、求人票などを参考にし、自分に適した職場や実

習の受け入れが可能な職場を探す。 

・採用の見込みがある場合は、雇用に向けての求人手続きへ。 

・場合によっては、山梨障害者職業センターでの職業評価や重度判定を受ける。 

〔ハローワークから会社側へ雇用の際の制度利用等の説明〕  

・ハローワークより紹介状が出され、採用に関わる入社試験を実施。 

    

 

〔身分、賃金、社会保険等について共通理解をした後、就職内定となる。入社

までは採用見込み。〕 

 ・企業、本人、家庭、学校、障がい者就労・生活支援センターありす、市町村

福祉課等の関係者で雇用の具体的な内容を確認。 

 ・ジョブコーチによる支援（2～4ヶ月）。 

・障がい者就労・生活支援センターありすからの支援。 

 職場にて、直接的・専門的支援を行う。本人支援だけでなく、事業主や従業

員に対して助言を行い、円滑な職場適応を図る。 

           ＊ジョブコーチによる支援を受けるには、職業評価の実施が必要。 
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② 福祉就労の場合 

ア 障害福祉サービス事業所と利用までの手順 

  富士北麓地域における障害福祉サービス事業所のサービス内容 

就労移行支援・・・ 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識 

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続Ａ・Ｂ型・ 一般企業での就労が困難な人に、働く場の提供と、知識や能力の 

向上を目指して訓練を行います。 

※高等部卒業後直ちに利用することはできません。就労移行か生

活訓練のサービスを受け、アセスメントを受けてからの利用と

なります。 

生活訓練・・・・・ 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間必要な 

訓練を行います。 

生活介護・・・・・常に介護を必要とする人に、昼間入浴、排泄、食事の介護等を行 

うと共に、創作的活動および生産活動の機会を提供します。 

（介護給付になるので、市町村の審査会で判定が必要） 
 

 

・1期実習後までに相談支援事業所を決めて、進路について相談。 

富士北麓圏域の委託相談事業所(ありんこ、さぽーとヨハネ、富士吉田市社協、

pal-pal(パルパル)、けやきの家、アエラ・ライフ、あかね雲) 

・相談事業所との顔合わせ。 

 

・18歳になったら市町村福祉課に相談。 

・市町村福祉課の担当者による障害の状況についての聴き取り調査を実施。 

 

＊注1；訓練等給付（就労移行支援等）を希望する場合は、「審査・判定」を経ず、

そのまま「認定・通知」へ 

＊注2；介護給付（生活介護・短期入所等）を希望する場合、「審査・判定」へ 

＊どのくらいサービスが必要な状態か（障害程度区分 1～6；軽度～重度）が決めら

れます。→障害程度区分 1・2の場合、介護給付（生活介護等）は利用できません。

（上記注 1 へ） 
 

 

・市町村が指定した相談支援事業所が、当事者等よりアセスメント（障害程度区分

や介護する人の状況、申請者の要望など）を行い、利用者に適したサービスの利

用計画案を作成する。 

・本人・保護者及び利用する事業所等の関係者でサービス担当会議を行い、具体的

なサービスについて検討します。 

＊サービス等利用計画の作成や個別支援計画を作成する上で学校で作成した教育

支援計画や個別移行支援計画を参考にしてもらいます。 

 

 

・サービス等利用計画案をもとに、使える福祉サービスなどが決まり、支給決定通

知書が通知され、受給者証が交付される。 

 

・日中活動は卒業式の次の日より利用が可能。（但し事業所が認めた場合） 

受給者証を提示してサービスを利用する(契約) 

＊サービス事業所（サービス管理責任者）は、個別の支援計画を作成します。 

 

・一定期間毎に行い、サービス等利用計画の見直しをする。 

※卒業後直ちに就労継続Ｂ型のサービスは利用できません。就労移行支援サービスから

暫定期間（２ヶ月以内）にアセスメントを受け、就労継続Ｂ型が適するとの判断がで

て移行することができます。 

相 談 

受付・申 請 

審査・判定 

事業者と契約 

サービス開始 

支給決定 

モニタリング 

サービス等利用 

計画案作成 

調査 
（アセスメント） 

注1 注2 



- 3 - 

 

イ 地域活動支援センター  

市町村からの補助で運営。創作的活動・生産活動の提供や、社会との交流を行う施設

です。 

地域活動支援センターくるみ・河口湖ハーバル工房など 

 ・地域活動センターを希望する場合、代表者に通所の希望を伝え地域活

動センターの意向に従う。 

 

・市町村の福祉課等へ申請。 

     
 

・地域活動支援センターを利用する場合、サービス利用計画作成の必要はありません。 

 

③居宅サービスを利用する場合 

・②の「ア障害福祉サービス利用までの流れ」と同じです。 

 

④進学を希望する場合 

・すべての学校において入学試験・入学検査が実施されます。生徒の学習能力や生活

能力等の実態を十分に把握し、担任と相談して受験する学校を決定します。 

希望を伝える 

申 請 

サービス開始 


